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　事業活動により環境に負荷を与えている企業において、ゴミ問題や地球温暖化などの環境問題に取り組むことは、企業が果たすべき責任の

一つと考えられています。 今日では、企業が果たすべき責任を怠ったり、法令違反を犯すと信用失墜につながります。このように企業が社会的

責任を果たすことは、今後生き残っていく上で重要な要素であると考えられています。

企業の社会的責任(CSR)
　「企業の社会的責任（CSR:Corporate Social Responsibility）」

とは、企業は自社や株主の利益だけでなくステークホルダー（利害関係

者）に対しても貢献するよう事業活動を行うべきであるという考え方です。

　環境や地域住民、国などに対しても企業の責任が重要視されています。

環境への取り組みの重要性
　様々な環境問題がある中で、企業において省エネルギーや省資源、リ

サイクルなどに取り組むことは、企業の信頼性やイメージの向上につな

がります。また、環境マネジメントシステムの普及などにより、環境への

取り組みは大きな広がりを見せています。

　一方、環境基本法や循環型社会形成推進基本法などの環境関連法令に

おいても、事業者は環境保全に取り組むよう定められており、法令順守の

点においても企業の責任が問われています。

　CSRの考え方においても環境保全に取り組むことは企業の果たすべき

責任として重要となります。

ごみ減量・リサイクルは事業者の義務です！

◆環境基本法 （平成16年6月2日改正）
　事業者は事業活動において「廃棄物となった場合にその適正な
　処理が図られるよう必要な処置を講ずる責務を有する」と定めら
　れており、廃棄されることによる環境への負荷の低減、低減に資
　する原材料、役務などを利用するように努めることとしている。

◆循環型社会形成推進基本法 （平成12年5月26日成立）
　事業者は事業活動において原材料等が廃棄物となることを抑制
　し、また循環資源となった場合には適正な利用、必要な措置を講
　じることとしている。また、再生品を使用すること等により循環型
　社会の形成に自ら努めるように定められている。

◆資源有効利用促進法 （平成14年2月8日改正）
　事業者は、発注を行うに際して原材料などの合理化を行うと共に
　再生資源及び再生部品を利用するように努めなければならない。
　また、事業に係る製品が使用もしくは廃棄された場合には、再生
　資源、再生部品として利用することを促進することとしている。

◆廃棄物処理法 （平成17年5月18日改正）
　事業者は「事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において
　適性に処理しなければならない」と定められており、再生利用等に
　より減量化に努め、また処理が困難にならないような製品を開発
　するよう定められている。

中小規模の企業でも取り組みやすい
　　　　　　　　　　「エコアクション２１」
中小規模の企業でも取り組みやすい
　　　　　　　　　　「エコアクション２１」
　近年では、企業の環境への取り組みとして環境マネジメントシステムの国際

認証ISO14001が普及しています。しかし、ISO14001の認証取得は中小

規模の企業にとって費用の面などで負担が大きいという課題があります。

　そのような中で、「エコアクション２１」という環境マネジメントの認証登録制

度があります。環境省により策定されたこの制度は、中小規模の企業でも環境

マネジメントに取り組みやすいよう作られており、認証を取得することで環境

負荷削減や企業イメージの向上につながります。

　この「エコアクション２１」の認証取得ツールとしても、

パピルスネットワークの細断サービスが有効に活用でき

ます。

参考資料：財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センターＨＰ
　　　　　http://www.ea21.jp/index.html

《 環境保全において事業者が守るべき法律 》

エコアクション21の取り組みの流れ

エコアクション21へ取り組むことを決定

実施体制の検討・決定

環境への負荷の自己チェックの実施
把握・評価項目の検討と、
二つの自己チェックは、初期
環境レビューとなります。環境への取組の自己チェックの実施

環境方針の作成

環境目標及び環境活動計画の策定

計画の実施（Do）

取組状況の確認・評価（Check）

環境経営システム
の構築・運用

計画の策定
（Plan）

全体の評価と見直し（Action）

全体の取組状況の評価に基づき見直します。

環境活動レポートの作成と公表

代表者 (経営者 )が、組織全体
で取り組むことを決定する。
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環境への配慮を怠る企業
は、ステークホルダーから
選別されることに…



　環境問題やごみ問題を含め、今後持続可能な社会を実現させるためには企業が社会的責任を果たす必要があります。しかしそれだけではな

く、行政がその取り組みを促進させる環境作りをしていくことも重要となります。神奈川県横浜市ではゴミ削減に向けた「ヨコハマはＧ３０」とい

う取り組みを行っており、市、企業、市民が協力し成果を上げています。 

　そこで今回は「ヨコハマはＧ３０」を事例とし、自治体における環境への取り組みをご紹介します。 

　2003年12月から横浜市では、焼却工場での資源化可能な

古紙の搬入を禁止。これにより、排出された古紙はリサイクルす

ることが求められます。

　また機密書類のリサイクルに関しては、「シュレッダー搭載車を

保有している業者へ依頼する」、「古紙問屋へ搬入する」、「溶解処

理を目視できる製紙工場へ直接持ち込む」という方法を紹介して

います。

　横浜市の取り組みにより、事業系ごみは2004年度には2001

年度の実績の３０％を削減しました（グラフ参照）。

　またゴミの排出量が減少したことにより、焼却工場１つを休止。

これにより焼却工場の運営のためにかかる年間30億円の費用が

節減でき、工場から排出されるCO2の排出量も2004年には、

2001年度の実績の18%(36万トン)を削減しました。 

　神奈川県横浜市では、2003年４月からゴミ削減、リサイクル

の促進を目的とした「ヨコハマはＧ３０」という取り組みを行って

います。

　この取り組みは、2010年のゴミの排出量を2001年度の30％

 削減を目標としており、３Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）の

推進、ごみの分別排出、また事業者のごみ削減に向けた取り組み

を促進させるため、立ち入り調査を行い、積極的な事業者に対し

ては表彰を行っています。

 

安心で効率的な文書処理システム構築のために、

今すぐ導入できる
文書処理措置手段があります！！

[比較してください！ パピルスネットワークの細断サービスのメリット]

各種メディアの機密文書抹消に

メディアシュレッダ大量の保存文書の細断には

持ち込み細断
サ－ビス

シュレッダソリューションシュレッダソリューション

詳しくはホームページhttp://www.nakabayashi.co.jp/ecoをご覧ください！！

ナカバヤシでは、大型シュレッダーをお持ちでないお客様でも機密漏えいの防止と紙資源リサイク

ルが行えるシステムをご用意しています。

大型シュレッダーを搭載したトラックで出向き、使用済み重要文書、機密文書をその場で細断・減容化

する出張細断車「エコポリスバン」で、企業機密を守るとともに確実にリサイクルします。

※料金は地域・条件により異なり、有料道路料金や禁忌品の
選別作業費を、別途申し受ける場合があります。詳しくはお
問い合わせください。
ご用命にあたりましては、駐車スペースの確保をお願いい
たします。

文書機密を保持してリサイクル。
エコポリスバン出張細断サービス

【細断代行サービス料金の目安】

68.25 円/1kg（税込み価格）
（500kgまで一律34,125円～36,750円）

コスト削減

ハイスピ－ド処理・時間の有効利用！！
●現地まで細断に行きますので、効率的です。
●小型シュレッダの20～50倍の処理能力で効率的に機密を抹消。お客様の立ち会い時間も短時間で済みます。

ハイセキュリティ！！
●機密文書を目の前で細断しますので、安心です。細断後の紙片は誰の目にも触れることなく、鍵付きのストックルーム
に自動収納されます。

環境に優しい！
●細断紙片はすべて持ち帰り、リサイクルします。 細断後の紙片はスクリューにより1/1.5～1/3に圧縮・減容。効率的
な運用により人と環境への負担を低減します。

※大量の保存文書の処理やトラックの駐車スペースのない場合等には、持込み細断サービスをおすすめします。
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細断、溶解等の現場までの経路は？

作業者は明確ですか？

破砕事実の確認ができますか？

リサイクルは可能ですか？

不明（紛失しても分からない）

不明

できない

不可能(焼却の場合)

明確

お客様の目の前で特定の作業者が細断

お客様の目でご確認

100%リサイクル

○

○

○

○

現在のあなたの処理方法？ 細断サービス（業者委託の溶解、焼却など）


